
資料６ 令和４年９月定例会（付託）

防災・感染症対策特別委員会資料

商工労働観光部

第83回徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議における
商工労働観光部の対応について

この度、観光庁の「地域観光事業支援」を活用し、本県を目的地とした旅行商品や、
宿泊サービスに対する割引及びクーポン券を付与する「全国旅行支援」を、次のとおり
実施します。

１．事業名
みんなで！徳島旅行割

２．実施期間
令和４年１０月１１日（火）から１２月２０日（火）まで
※感染状況により、停止する場合あり

３．利用者の対象地域
全国（日本国内に住居する旅行者）

４．割引率及び割引額
・割引率 ４０％
・割引額 交通付き宿泊旅行商品 上限８,０００円（１人泊あたり）

上記以外（交通なし宿泊、日帰り） 上限５,０００円

※旅行会社や宿泊施設において、割引後の価格にて販売

５．クーポン（とくしま周遊クーポン）付与額
平日 上限３,０００円
休日 上限１,０００円

６．利用条件

「ワクチン接種証明書（３回目）」又は、

「検査証明書（ＰＣＲ検査・抗原定量検査・抗原定性検査）」における陰性証明の提示

【参考】国実施事業（10月11日(火)から開始）
（１）イベント割

感染防止対策を徹底したイベント等のチケット価格について、
２割相当額（上限２千円）を割引

（２）がんばろう！商店街事業
商店街等が実施する「イベント」や「プロモーション制作」等への助成


